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短 　報

　障害福 祉サ ー ビス 実施主体 の 現状 と課題 に関する一
考察

一
障害 者 自立支援 法施行 導入 をめ ぐ るA市 の 事例 を中心 に一

前嶋 　 元 ・石井 麻子

　本研究で は 、障害福祉サ
ービ ス 実施主体の 現状 と課題 に つ い て 明 らか に する た め に 、

障害者数や サ ービス 利用状況に お い て 全国の 現状 とほ ぼ 同様の 傾向を示 し て い る A 市

を事例 と し て 取 り上 げ 、 業務内容 を 「現 業機能」 と 「行政機能」 に分類 し検討 した 。

まず 「障害者 自立支援法施行 に伴 う業務 内容の 変化 に関す る面接調査」 で は、障害者

自立 支援 法施行 に伴 い 「行 政機能」が 増加 しただ けで な く 「現業機能」の 増加 もあ り、

利用 者主体で 国 の 示す移行プ ラ ン をこ な して い く事が 困難 で ある現 状 が示 され た 。 次

に 「社会福祉課職員の 考え方に 関する 質問紙調査 」で は、移行期で あ りな が ら勤続年

数が 短 く、専門資格 もな い 職員が多 くお り、そ の 中で 行政機能に追 わ れ なが ら、現業

機能 を利用者主体 に こなす困難 さが示 され た 。

キ
ー ・ワ

ー ド ：障害者 自立支援法　利用者 主体　市 町村　行 政機能　現業機能

1　 は じめ に

　 2005年 10月 、 障害者 自立 支援法 が 成立 した 。

こ の 法律に よ り、障害福祉 サ
ー

ビ ス の 実施 主体

は市町村 に
一元化 され、市町村 は地域 の 実情 に

応 じた きめ細か い サ ービ ス の 提供を求め られ る

こ とに な っ た 。

　 しか し、 こ の こ と はある 問題点 を含 ん で い る 。

こ れ まで 市 町村 で は 、 制度や 政策の 企画立 案 を

行 う 「行政機 能」 と、直接 個 々 の 住民 の 支援 ・

援助 を行 う 「現業機能」 の 2種 の 機能 を両立 さ

せ て きた が 、 2000年成 立 の 社 会 福祉法以 降、

「行政機 能」1） を 「現 業機能」2） よ りも重視 す る

方 向へ と転換 した （平 野 ［2006］）。 そ して 今 回

実施主体が
一

元化 され た こ とに よ り、市町村 の

「行政機能」 は さ らに 強化 された と言える 。

一

方で 、近年の急激 な制度、法律の転換 は、 し っ

か りとした行政機能 を確立 する時間 さえ与 えて

こ なか っ た 。 こ の ような状 況で は行政機能 と現

株式 会 社 ベ ル ・エ ポ ッ ク

業機能両者が機能 しな い 状況を招 きか ね な い 。

　Daft （1978） はサービ ス 組織に は実 際サービ

ス を提供す る ため の 核 と同時に 組織 を 管理運営

する ため の 核 の 必要性 を述べ て い る。 また、田

尾 （1990）は 自治体の 機能を管理 部 門 と直接事

業部 門に分 け分析 し、 管理部 門の 機能 が保 た れ

な い と組織 と して は機能 しな くなる と述 べ て い

る 。

　急激 な 「行政機能」強化 の 流 れは 「行政機 能」

の 不安定 さを生 み、組織 として の 機 能 を失わせ、

そ の 結果、「現業機能」の 低下 を招 く恐れ が あ

る 。

　 こ れ に よ り、 市町村が利用者主 体 の サービ ス

を提供 する こ と は 難 しくなる の で は な い だ ろ う

か 。 利用者本 人が望 む福祉 サービ ス を享受する

ため に は、こ うした行政組織の 問題点を把握 し、

改善 して い く必要が ある 。

　そ こ で 本研究 で は 、 市町村 の
一

事例 と して A

市を取 り上 げ 、 その 現状 を調査す る こ とを 目的

とす る 。
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　対象 として取 り上げ る A 市 は、全障害者 の 福

祉サ ービ ス の 利用 割合が 全国平均 と同様の傾 向

に あ る の で 典型例 と して 適 当で ある と考える♂
〕

皿．課題 と方法

　（1） 障害者 自立支援法施行に伴 う業務内容の

　　変化 に関す る面接調査

　　 1 ）対象 ：A 市役所 社会福祉課 「障が い 担

当」職貝 3 名

　　 2 ）実施時期 ：2006年 7 月14口

　　 3 ）調査手続 き ：あ らか じめ障害者 自立 支

援法施行 に伴 う課題 に つ い て 対象者か ら説明を

受 け、そ の 後 イ ン タ ビ ュ
ーガ イ ド （質 問項 目が

記載 され た用紙） に従 い イ ン タビ ュ
ー形式 で の

調査 を行 っ た 。リ ラ ッ ク ス した 中で対話形式 に

よる調査 を約 1 時 間行 っ た 。 後 日、 内容 に つ い

て再 度確認する た め 、 メ ール で の や りと りを数

回行 っ た。

　　 4 ）質問項 目 ：障害者 自立支援法の 項 目 に

従い 、以 ドの 質問項 目を設定 した。  障害者 自

立 支援法 施行 に伴 う業務 内容 の 変化  障害福祉

計画 の 策定状 況  障害区分認定 の 業務  自立支

援 医療に つ い て   地域生活支援事業に つ い て  

他機 関 との 連携

　　 5 ＞分析の 方法 ：全業務内容を 「現業機能」

と 「行政 機能」の 2 つ に分類 し、 業務 内容 の 中

で障 害者 自立支援 法関連の 業務 に 印を つ け、業

務量 の 変化を検討 した 。 次に 障害者 自立 支援法

関連業務 に つ い て 、田尾 （1990）の 組織
『
論と小

沢 （2006）の ソ ーシ ャ ル ワ
ーク論を もとに 、 市

役所組織 と して の 課題 を検討 した 。

　（2） 社会福祉課職 員の 考 え方 に関 する質問 紙

調査

　　 1 ）対 象 ：A 市役所 社会福祉課 「障が い 担

当」職員 8 名

　　 2 ）実施時期 ：2006年 8 月21日〜25日

　　 3 ＞調査手続き ：質問紙をメ
ー

ル で 送信 し、

一
人 の 職員に配布 を依頼 、 1 週 間以 内の 回答 を

求 めた 。

　　 4 ）質問項 目 ：以下 の 質問項 目を設定 した 。

  キ ャ リ ア （年数 ・資格 ・年齢 ）、  業務内容

（労働時 間な ど含 む）、   業務 に 対 す る思 い （以

下 「職業観」）、  業務 へ の 自信 （以 ド 「自信」）、

  業務で の 困難さ （以 下 「困難」）、  業務 の た

め の 工 夫 （以下 「工 夫」）、   障害者 自立 支援法

下 で の 業務内容の 変化 （以下 「業務内容 の 変

化」）、  障害者 自立支援法へ の 思 い （以 ド 「思

い 」）

　　 5 ）分析 の 方法 ：職 員の 業務 上 の 問題 を把

握 する ため に 、 「キ ャ リア」別 、 「業務 内容」別 、

「職 業観」別 に 「自信 」・「困難」・
「工 夫」・「思

い 」の 項 目に つ い て比 較検討 した 。 なお 、業務

内容の 変化に つ い て は、 1 年未満の 職員が 多か

っ た た め 分析 の 対象か ら除 い た 。 また 、 業 務内

容 に つ い て は 、 職員 の 「担 当業 務内容
一

覧 」 を

参考に再構成 した 。

皿 ．結果 と考察

　（1） 障害者 自立支援法施行 に伴 う業務 内容の

変化 とその 課題

　　 1）業務内容の 変化

　 A 市社 会福 祉課 は 、 「障が い 担 当」・「社会福

祉担 当」・「生活保護担 当」の 3 つ に 区分 される 。

「障が い 担 当」 は、係 長含 め 6 名の 職員 と、訪

問調査 を行 う 2 名 の 嘱託 職員 の 計 8 名 か らな

る 。 主 な業務内容をTable　1 に示 した 。 職員 は 、

これ以外 に も生 活保護 関連 や戦傷病者関連 な ど

の 担当業 務 を兼務 して い る状況 で ある 。

　 「現業機能」 と 「行政機能」 に分類 した と こ

ろ 、業務の 種類 と し て は 「現業機能」が 多 い こ

とが示 され た 。 また 、 障害者自立支援 法施行に

伴 い 、新 しい 業務が増 えた こ とが伺 える。具体

的 に は、障害福祉計画 、地域 生活支援 事業な ど

の 行政機能だけで な く、移行に 伴う各種認定作

業や補装 具 の 申請受付 な ど の 現 業機能 も増 加 し

た と い える 。

　　 2）障害者自立支援法下の 業務の 実施状況

　障害者自立支援法の 移行準備 と して は 、 県か

ら移管され る相談支援事業 、 コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ

ン 支援事 業等 の事務が ある 。 また 、自立審査 会

や 、自立 支援協議会、障害基 本計画及 び 障害者

福祉 計画策定委員会の 、各構成メ ン バ ーの 選定
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事務 な ど もあ る 。 Table 　2 に は 、障害者 自立 支

援 法下で の 業務 内容 お よび 、 実施状 況 、 市が認

識 して い る 課題 を示 した 。 実施状況 に お い て は 、

日程 な ど具体的 な方針が 決 まっ て お らず 、 抽象

的 な表現 が 多 い 結果 と な っ た 。 こ の こ とか ら、

実 施が あ ま り進ん で お らず 、 これ か ら本格 的 に

始 まる状況 が伺 える 。

　 また 、 職員 か ら挙げ られた課題 は、障害認定

や 給付費決定時の 業務 にお い て 、よ り多 くあげ

られ た 。 具体的に は利用 者主体で 業務 を遂行す

る必 要性 を訴 えて い る もの で あ っ た 。 しか し 、

い ず れ も課題解決 の た め の 具体 的 な方針が 示 さ

れて は い なか っ た 。 特 に 「行 政機 能」 に つ い て

は、その 特徴 が 顕著 だ っ た 。

Table　1　 社会福祉 課 「障が い 担当」職員の 業務内容の分類

・
纖 ．， 。黒 攤 ，

岬税
耄韈 繕鸛

・障害者福祉 作業所 に 関す る こ と

・心 身障害者 ス ポ ー
ツ 大会 に 関す る こ と

障害者の行事に関する こ と

・i磯 瀚 攤纓攤 驪 難覊獵繊 鏃 驪隷灘 轢
・知 的障害者相談員 に 関す る事務

・身体 障害者 相談員 に関す る事務 （障害者相談員 ・団体等に 関する こ と）
・
県 へ の 進達

行政機能業務

・攤韈覊麟纛韈鑞 難鱒轢瀚飜攤 懸嬲 攤 織 獵攤覊雛難糶 韈讖鼕黶韆靆鑼

攤 緩灘 讖

☆身体障害者 ， 知的 障害者支援費制度に 関する こ と

☆騰鑢糠鞴犧一 繊響灘購 鸞翻 i嬲 鐡覊鱒i
☆精神障害者保健福祉法に 閼する こ と

☆鑼 鏃 鱗 講 覊 糶糶
身体障害 者福祉 法 に 関す る こ と （相 談業務 ・申請受付 交付事務 ・補 助事務等）

・
麟 韈黶韈難靆 蒙、

耐
　 ．、爨覊灘驪慧轗 鑼 攤靉 懸 1鑼

・精神 障害者保健福祉法に 関す る こ と （相談業務
・
申請受付 交付事務

・
補 助事務等）

・小児慢性特定疾患 児 口常生活用具の 給付事務
・難 ．麟 1、。麟 攤 轢 鑽攀熱
・各種窓ロ 業務 （有料道路割引 ，NHK 受信料減免，自動車取 得税，自動車税減免等）
・自動車改造費助成等の 相談 ・申請受付
・心 身障害者扶養 共済業務年金 支給事務
・生 活リ フ ォ

ーム の 相談 ・申請受付

・特 別児童扶養手 当 ， 在宅重 度心身障害児福祉 手当に 関する こ と

・特別障害者手当に 関する こ と

・難病患者福祉見舞金 に 関する こ と

現 業機能業務 ・小児慢性特定疾患 児 日 常生活用 具の 給付

灘 貔 靉纏贐麟 鑼 籌孅 灘 難 講 雛
・
攤靆鑼 騨 鸛攤 靆麟 霧灘韈鑼 鑞講慧靆覊鑼 孅 蠶靉業韆購獵靆購鱒韈 靉籥

繼饑鑞 灘靉

☆精神障害者保健福祉 法に 関する こ と

☆鑞 鼕 蠑 　　鑞 靉撰
☆韓饗讚講攤 灘 譲繍韈灘 飆 難嬲 　 靆

側

韃欝灘 糶
☆ 身体障害者，知的障害者支援費制度に 関する こ と

注） 「現 業機能」 「行政機能」 ともに 当て は まる と考えられ る業務に つ い て は☆ をつ け た 。

注）障害者自立支援法関連業務に は 鑢繋鑢鑼で マ ーク した。
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Table　2　 障害者 自立支援 法下 の 業務 と そ の 実施状況及 び課題

○障害程度区分認定 ・給付費支給 の 認定

実施状況 市町村 自立審査 会の 構成 メ ン バ ー選 定は既 に終 了 して い る 。 メ ン バ ー
は医師 と施設関係者，

計 6名か ら構成さ れ る。　 8 月中に第 1 回の 審査 会 を開催 し， 9月 中に 4 回行 う予定で あ る 。

認定員 の 研修 は終了 して い る 。

課題 ・支給決定 時 など の 資産調査 にお い て ，預貯金 の 残高等が 正確に 申告さ れ な い 場合 があ り，

減免制 度が公 平に機能 しな い 危 険 が あ る。
・様 々 な減免制度が あ り， 負担 の 軽減策 と な っ て い る が ， 複雑 な事務 処 理 が 必 要 と な り職員

の 負 担 が 増えた。
・支援費制度な ど他の 制 度と併行 して 行 うため ， 業 務量が 多い 。

・サ ービ ス の 体系の 複雑化に よ り，利用 者へ の わか りや す い 説明が求 め られ て い る 、，

○ 地域 生活支援事業

実施状 況 相 談業務は地域生活支援セ ン タ ーの移行業者に委託 予定で あ る 。

課題 障害者福祉 サ
ービ ス の 自治体に よ る格差が 大 きくな る こ とが チ測 され ，

ニ ーズ の 的確 な把握

が必要 である 。

○障害福祉計画の 策

実施状況 現在ニ
ー

ズ把握の ため の ア ン ケ
ー

ト調査 を作 成中 である 。 また策定委員会 の 構成作業 も進め

て お り， 9 月中に ア ン ケ ー トを実施する予定 で あ る 。 業者 委託契約 は 完 了 した 。

課題 特 に言及な し 。

○ 自立 支援医療

実施状 況 4 月 よ り実施 。

課題 上滅額があ る とは い え， 1 割の 負担は受診者に と っ て 大 きな負担 となっ て い る

○他機 関 との 連携

実施状 況 障害者 自立支援 協議会 の メ ン バ ー
を現在選 定中で ある。そ の 他，保健所，職業安定所，A 市

社会福祉協議会，市内施設等 とも連携 を予定 して い る 。

課題 特に言及 な し。

　　 3） 障害者 白立 支援 法下の 業務 の 課題

　以 上 の こ とか ら、社会福祉課 で は利用 者主体

で 業務 を こ なす必要性 を認識 し て い る もの の 具

体的な 方法が見 つ か っ て い な い こ とが 考え られ

る 。 田尾 （1990）に よれ ば、管理 機能 を含 む行

政機 能が不安定 な現状 は 、 組織 と して 危 うい 状

況に あ り、早急 な行政機能 の 安定 が必要 で ある 。

また 、 現 業機能 を抱 えなが ら利用者主体で 国の

示す 移行 プ ラ ン （行政 機能）を こ な して い く事

が困難な状 況 に あ る こ とが 考 え られ る 。

　利 用者 主体の サ ービ ス を 目指すな らば、小 沢

（2006）が 言及 す る よ うに利用 者主体 の 施策 運

営の で きる ス キ ル を市町村が い か に持 つ か が 大

きな課題 となる 。 課題解決 には市役所独 自の ソ

ーシ ャ ル ワ
ー

ク の 方法論 の 確立 と同時 にその よ

うな ス キ ル をも っ た ソ
ー

シ ャ ル ワ
ー

カ
ー

の 養 成

が急務 とな るだろ う。

　  　職 員の意識

　以下 、嘱託職員 は勤務体系 が異 なる ため分析

の 対象か ら除外 した 。

　　 1 ）業務 内容別の 検討 （Table 　3）

　業務 内容 に相談 支援 があ るか否か で 、 職員 を

区分 した 。 相談支援 は 利用者 とよ り深 い 関わ り

が必要 で あ り、利用者 と直接関 わ る機会 が多 い

か 否か で、各職員 の 抱 える問題や 課題 は異 なる

と考 えた 。 その 結 果 、 相談支援 を業務 に含む者

は 、困難に 感 じる こ とと して利用者 との 関わ り

を多 く挙げて い る の に対 して 、相談支援を行わ

な い 者は管理 や体制 に関 して 困難を感 じ て い る

こ とが 示 され た 。また 、業務上 どん な工 夫を し

て い る か に つ い て は 、相談業務 ある ・な しに 関

わ らず 、 現業機能 と行 政機 能の 両方 の 業務 にお

い て工 夫 を行 っ て い る こ とが示 され た 。

　　 2 ）キ ャ リア 別 の 検討 （Table 　4）

　職員の 中で 、 福祉 に関わ る資格を有 して い る

者 は全員勤務年数が 1 年以上 で あ っ た 。 そ こ で 、

勤務年数が 1 年以 上 の 者 と 1年未満 の 者 とに分

類 し、検討 した 。

　その 結果 、 1年未満 の 者は 、 1 年以上の 者に

比 べ て 、仕事に対す る 自信が な い 者が 多い こ と
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 障害福祉サ
ービ ス 実施主 体 の 現状 と課題 に 関す る

．
考 察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table　3　 業務内容別の 検討

業務内容   自 信   困　　難   工 　　夫   思 い

あ　 　 る な　 　 い あ　 　 る して い る マ イ ナス プ ラ ス

1 名 2 名 3 名 3 名 1名 2名

・
経験 があ るか ら

・
理解 の た めの 勉 強   利用 者 との 関 わ り ◎現 業 機能

・
詳 細 に決 ま らない

・
全 て の 障害 者 が平

の 時間が ほ しい （現 業機能） ・手話の 勉強を始め ま ま制度が 実行 さ 等 に な る と 聞 い て

相　談
・
利用 者 を困 惑させ た。 れた （行政機能♪ い る

た こ と ・
理 解 の ため に障害

・
国や 県 か ら資料 だ

・
市 町 村 の 工 夫 ・努

支　援 ・相談 支 援の 時十分 者団体の ス ポ ーツ さ れ る の 遅 い （行 力次 第 で 福祉 の 向
あ　 り な時 間 が取れ て い や レ ク レ ーシ ョ ン 政 機能） 上 が 期待で きる

（3名） ない の で 問 題 が発 の イベ ン トに 参加
・
地 域 格差 大 きくなる

生 してい る ◎現 業機能 ＋ 行 政 機 ・
障 害者の た め の 法

  管理 や 体制 （行政 能 律か 疑問

機能 ） ・何 度 も足 を運 ばせ ・個 人，サービ ス事

・
補装 具

・
冂常生 活 ない よ うに す る 業 者，市 町村 の 負

用具 の 判断 担が 増 大 す る

あ　 　 る ない あ る してい る マ イナ ス プ ラ ス

1名 2名 3名 3名 3名 o名

・
勉 強 中 な の で 利 用

・
常 に利 用 者 の こ と ◎ 管 理 や 体 制 〔行 政 ◎行 政機 能

・サ ービ ス 低 下 を 招

者の 考 え を聞 こ う を考 え る よ うに 心 機能 ） ・係 り全員 が 最低限 ， か な い よ うに す る

相　談 と努力 して い る がけ て い る
・
業務 量 多 い 受 付 業 務 が で きる 必 要性 が あ る

支 　 援
・
知識 が な い 。勉 強

・無 くな る 福祉 サ
ー よ うに 努め て い る ・弱者い じめ

あ　 り
す る 時 間が な い ビス へ の 対 処 ◎ 行 政 機 能 ＋ 現 業 機

・
悪 法

（3名）
・
担 当以 外 の 仕 事

◎利用者 との 関わ り

能

・福祉サ ービス の 説

（現 業 機能 ） 明 を し っ か りす る

・
利 用 者か ら の 要望 ・相手 の 視線で 話 す

に応 え る こ と こ と

＊ 嘱託 職 員 2 名は 分析 の 対象 か ら除い た 。

Table　4　 キ ャ リ ア 別の 検討

福布1課 在

職 期 間
  自 信   困 　 難

山
  工 　 　夫   思 い

あ　 　 る な　　 い あ　 　 る して い る マ イナ ス プ ラ ス

1名 1 名 2名 2 名 2名 o名

・
経験 が あ るか

・
知識 が無 い ◎ 体制

・
制度 ◎ 実 際場 面

・
悪 法

・
勉 強 す る 時 間が 無 （行政 機能） （現 業機 能 ） ・詳細 に 決 ま ら ない

い ・業務 量 多い ・桐 手の 視 線 で 話す ま ま制 度 が 実 行 さ

一
　 年

・
無 くな る福祉 サ

ー
こ と れ た （行政 機 能〕

以　．k ビ ス へ の 対 処 ・
手 話 の 勉 強 を 始め ・

国 や 県 か ら資料 だ

（2名）

・
補装 共

・
日常生 活

用具 の 判断

　た。
＊ 利用 者 を大 切にす

され る の 遅 い （行

政 機能〕

る工 夫 ・地 域格差 大 きくなる

・障 害者 の た めの 法

律 か 疑 問

あ　 　 る ない あ る して い る マ イナ ス プ ラ ス

1 名 3 名 4 名 4 名 3 名 2 名

・勉 強中 なの で 利用 ・常 に 利 用 者 の こ と ◎利用者 との対応 （現 ◎ 運 営 管 理 （行 政 機 ・個 人，サ
ービ ス 事 ・

全 て の 障 害 者が 平

者 の 考え を聞 こ う を考 える よ うに心 業機能） 能〕 業者，市町村の 負 等 にな る と聞 い て

と努力 して い る が け て い る ・
利用 者 を困惑 させ ・何度 も足 を運 ば せ 担が 増大する い る

一
　 年 ・理解 の た め の 勉強 た こ と ない よ うに ・サービ ス 低下 を招 ・市町村の 工 夫 ・努

未 　満 の 時 間が ほ しい
・
相 談支援 の 時 十 分

・
係 り全員 が最低 限， か ない よ うに す る 力 次 第で 福 祉 の 向

（4 名）
な 時 間 が 取れ て い 受付 業 務 が で き る 必 要性が あ る 上 が 期待 で きる

な い の で 問題 が 発 よ うに ・弱者 い じめ

生 して い る
・
福 祉 サ

ービ ス の 説

・
利 用者 か ら の 要 望 明 を しっか りす る

に 応 える こ と

＊ 嘱 託職 貝 2 名 は 分 析 の 対 象 か ら 除 い た。
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前嶋 　 元
・
石井 麻子

Table 　5　 職業観別の検討

考　え　方   自 信   困 　　 難   工 　 　夫   思 い

あ　　 る な　　 い あ　　 る して い る マ イ ナ ス ブ ラ ス

ポ ジテ ィ ブ 1 名 1 名 2 名 2 名 1 名

（2 名 ）

・た だ
一

生 懸命 ・経 験 があ るか ら
・
知識 が な い ◎ 自責 ◎ 直接 的 な配 慮 全て の 障害 者 が

・
市 報 な どで 広 報 ・利用者 を困惑 さ ・何 度 も足 を運 ば 平 等に な る と 聞

して い きた い
せ た こ と ない よ うに い て い る

・
利用 者か ら の 要 ・福祉 サービス の

＊ が ん ば る 望 に 応 え られ な 説明 を しっか り

い とす る

あ　　 る な　　 い あ　　 る して い る マ イ ナ ス プ ラ ス

1 名 3 名 4 名 4 名 1名 4 名

・
勉 強 中 と い うこ ・

埋解 の た め の 勉 ◎ 他貢 ◎ 間接 的 な配 慮 市町 村 の 工 夫 ・ 個 人，サ
ービ ス 事業

ネ ガ テ ィ ブ と もあ り利 用者 強 の 時 聞が 欲 し 業務量 が 多い ・障害 者団体 の ス 努 力次 第で 福祉 者，市 町村の 負担が

〔4 名） の 考 え を聞 くよ い ⊃ ・な くな る福 祉 サ ポ
ー

ッ や レ ク に の 向 上 が 期 待で 増大す る

・大変難 しい うに して い る
・
利用 者の 事 を考 一ビス が あ る 参加する。 きる ・詳 細 に決 ま ら ない ま

・専 門 性 の 碓 保 が える 事務 に
11
」た 相 談支 援 の 時十

・
手話 の 勉 強 を始 ま制度が実行 され た

難 しい る よう に心 か け 分 な 時 間が取 れ め た 〔行政 機能 ）

・覚え る の が 大変 て い る 。 て い な い 係 り全 員 が最 低
・

国や 県 か ら資 料 だ さ

・
人 員 的 に不 足 を

・
補 装 具や 1｛常 生 限 受付 業 務 がで れるの 遅い 〔行政 機能）

感 じる 活 用具 の 交付 の きる よ うに つ と ・地域 格差 大 き くな る

判断が 分か ら な め て い る ・障害者の た めの 法律

＊ 距 離 お く い か疑 問

・
担 当外 の 仕 事 を ・サービ ス低下 を招 か

す る と き な い よ うに す る 必 要

性 が あ る

・弱者い じめ
・悪法

＊ 嘱託職 員 2名 は 分析の 対象か ら除い た e

が 示 され た 。 1 年 以 上 の 者は困難 を感 じる こ と

と して 、 体制 や制 度に 関す る こ とを挙 げて い る

の に対 して 、 1年 未満 の 者 は利用者 の 対応 を挙

げて い た 。

一
方で 、 11夫 に お い て は 、 1年 以上

の 者 は実 際場 面で の 利用 者 と の 関わ りを挙げて

い る の に対 し、 1 年未満の 者は、運営管理 に 関

す る こ とを挙 げて い た 。 1 年以上 の 者 は 、 1 年

未満 の 者 に比 べ
、 仕事 の 全体像 を把握 してお り、

ある程度 の こ とは 予想が で きる 。

一
方 、 1年未

満 の 者は 、初 め て の こ とが 多 く業務全体に 目が

行 き届か な い とい える。

　　 3 ）職業観 （Table 　5）

　職 員が 職業 に対 して 、ポジ テ ィ ブな考え方 を

持 っ て い るか 、ネガテ ィ ブ な考え方 を持 っ て い

るか の 2 つ に区分 した 。 仕事に対す るイメ ージ

で 、 課題 も異 なる と考
’
えた 。

　そ の 結 果、仕事 に対 して ネガ テ ィ ブ な考 えを

持 っ て い る者 は 、ポ ジテ ィ ブ な考え を持 っ て い

る者 よ り、自信が な い 者が 多い こ とが 示 さ れ た 。

また 、困難に感 じる こ とに お い て 、 ポ ジ テ ィ ブ

な考 え を持 つ 者 は、「利用者 を困惑 させ た こ と」

な ど、自分 自身に責任をお い て い る の に対 して 、

ネガ テ ィ ブ」 な考 えを持 つ 者 は 、「業 務量 が 多

い 」 な ど 、 自分 以外 に 困難 の 原因 をお い て い る

こ とが 示 され た 。 また 、工 夫にお い て は 、 ポ ジ

テ ィ ブ な考え を持 つ 者が 、「何度 も足 を運 ばせ

ない よ うにす る」 な ど直接的 な配慮を挙 げて い

る の に対 して 、 ネ ガ テ ィブ な考 えを持 つ 者 は 、

「手話 の 勉 強 を始め た」 とい っ た よ うに 、 仕 事

か ら距離 をと っ て 、工 夫を行 っ て い る こ とが 示

され た 。

　　 4 ）各項 目間の 関連性

　 「自信 がな い 」 「困 っ た こ とが あ る」 と回答

した職 員 4名 は 、 以 下 の よ うな傾 向が あ る こ と

が 示 され た 。 第
一

に 、 障害者自立 支援法 関連 の

業務 を多 く抱 えて い る こ と で ある 。 第 二 に 、 広

範囲 に わた る 業務を 1 人で 対応 して い る こ とで

あ る 。 第三 に 、［現業機 能］ を多 く担 当 し て い

る こ とで あ る 。 第四 に福祉 関連 の 資格 を有し て

い ない こ とで ある 。 第五 に福祉課 で の 勤 務年数
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障害福祉 サ
ービ ス 実施主体 の 現状 と課題 に 関す る

一
考 察

が 1 年未満で ある と い うこ とで ある 。
こ の よ う

に、業務内容の 多 さや 、資格の 有無、勤務年数

が 、 職員 の 自信 の な さや 、業 務 で の 困難 さを生

ん で い る こ とが示 され た 。 また 業務内容に 関 し

て は、新 し く施行 され た 障害者 自立 支援法の 業

務 を抱 える者 や 、 直接市民 と関 わ る現業機能 を

担当す る職員 に お い て 、 よ り自信 の なさ と困難

さが ある こ とが示 された 。 こ の よ うに経験年数

の 浅 い 職員 をい かに サポー トす るかが課題 とな

る だろ う。

い 者が 、 浅 い 者 をサ ポー トで きる ように 、 具体

的 な援 助場 面 を想定 した演習 を通 し て 、ス ーパ

ービ ジ ョ ン の ポ イ ン トに つ い て 学ぷ こ とで あ

る 。

　 今後の 課題 と し て は 、 自治体組織 と構 成員の

サ ポ ー ト方法 をよ り具 体的 に検討す る ため に 、

サ ポ ー ト実態の 把握 と 、 他機関で の サ ポ
ー

ト方

法 の 把握 が挙げ られ る 。 さ らに、利用者 の 満足

度 と行 政サ
ービ ス の 関係、他 の 自治体組織を含

め た複数事例 で の 検討 が必 要で あ る 。

N ．まとめ と今後の 課題

　佐藤 （2006）、 小林 （2006）は 、 行政 の 課題

として 利用者 の ニ ーズ把握 を挙 げて い る 。 利用

者の 求め るサ
ービ ス を提供す る ため に は、直接

住民 と接す る 窓口 業務 な ど の 現業 機能の 充実が

不可欠で ある 。 その ために は 、 市役所 組織 の 基

盤 とな る 「行政組織」 の 充実が必 要で あ る 。 し

か しなが ら、今回 の 調査 で 、行政 機能 は非常に

不安定な もの で、組織 と して危 うい 状 況で あ る

こ とが 示 され た 。 その 結果 と して 、 現 業機 能が

不十分 に な っ てお り、 現業機 能 と行 政機 能の 両

立の 難 しさ が示 され た と い え る 。 あ る市で は、

行政機 能 を行 う部 門 と現業機能 を行 う部門 を分

離 し て 課 を 組織す る 取 り組み も行 わ れ て い る

（清水 ［2006］ 22）。 しか し、 こ の 場 合 、 現 業部

門 と行政 部門の 双方の 信頼関係 を基盤 に した 交

流 が不可 欠で あ る 。 利用者主体 の サ
ービ ス を提

供する た め に は、こ うした 行政組織の 見直 しが

必要で あろ う、

　 こ の 見 直 しには 、その 構成員で ある職 員 をい

かに サポー トす るかが課題 となる。今 回の 質問

紙調査 で も、経験年数の 浅い 職員を い か に サ ポ

ー トす る かが 課題 と して 挙 げ られ た 。 サ ポ ー ト

の 方法 と して は 、 奈良県社会福祉 協議会 （2000）

が 提唱する ス ーパ ービ ジ ョ ン の 考え方が 有効で

ある と考 える。具体 的 には 、まず ス
ーパ ービジ

ョ ン の 前提条件 として、全 職員が ワ
ー

カ
ー

の 基

礎 トレー ニ ン グ （自己理 解 、他者理解 、
コ ミ ュ

ニ ケ
ーシ ョ ン の 方 法 に つ い て 演 習 を通 して 学

ぶ ）を受ける こ とで あ る 。 次 に、経験年数 の 多

付記

　本研 究 を行 うに あた り、 A 市役所社会福 祉 課

職 員 の 多 くの 方 々 に ご 協力 をい た だ きま した 。

こ こに記 し て 感謝い た し ます 。

註

1 ）「行政機能」 と は 、法律 や 条令等 の 制度 の 企

　両 ・立 案 ・遂行 ・改廃 ・事業遂行 に 必 要な予算

　や 人材 、 資源 の 確保 な ど の 運 営管理 の 事務 を指

　す （平野 ［2006］ 10）。

2 ）「現 業機能」 と は、公 的 な責任や権 限 を根拠 と

　 し て 、直接住民 に接 し て 保護や 援護の サ ービ ス

　や 生 活 物 質 ・用 具 の 給付 等 を行 う事務 を指 す

　 （平野 匚2006 ］10）。

3 ） A 市の 障害者数 （2006年 3 月31日現在）は、身

　体 障害者 2，393 名 、 知 的障 害者 363 名、精神 障害 者

　ユ30名 の 計 2，886名。施 設入所 者数 は計 141名 で 、

　知的障害 の 利用 者が 約 7 割 を占め る 。 居宅サ
ー

　ビ ス 利用 者は、児童 17名、身体障害者 16名、精

　神 障害者 8 名、知的障害者 54名 。 居宅サ
ービ ス

　の 中で は 、 ホ
ーム ヘ ル プ サ

ー ビ ス が も っ と も多

　 く利 用 され て お り、利用 者 31名中、約 4 割が 身

　体 障害者 。 知 的障害 者 は デ イサ
ービ ス の 利用 が

　最 も多 く、利用者 29名 の うち 、 25名 の 約 8 割を

　占め る。また、グ ル ープ ホ ーム の 利用者 も知 的

　障害者が 多 く、16名中12名 。 こ うし た 現 状 は 、

　全 国的 な傾 向 とほ ぼ 重 な っ て い る こ とが 伺え る

　（障害者自書 ［2005］）
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The  Present  and  the Problem  of  the  A  City Institution Managing  about  the

               Welfare Seryice for Disabilities in Japan

Gen  MAEJIMA  and  Asako  ISHII

  This study  attempts  to shew  the present and  the problern ofthe  A  City institution in Japan managing

about  the  welfare  service  fbr disabilities. We  divided the  ftmction into the  field work  and  the adminis-

tration ,and
 censidered  about  it.1[1ie first, in the interview research  for the A  city staff we  made  it clear

that because the A  city  increased the function ofnot  only  the fielcl work  but also  the administration,  it

is difficult for the  A  city  to do the  plan shown  by  the country  about'  the  independent support  law for

disabilities',(i.e, 
"Shogai-sha

 Jiritsu shien  Hou",)in Japan from the  viewpoint  ofmaking  the user  cen-

tered,Tlie secend,  in the questionnaire research  for the A  city staff with  the field work  it suggested  that

beeause the  staffs  is almost  short  longevity and  not  an  expert  though  the  transitional  period it is hard

for the staffto  do the  fUnction of  the  field work  having the  administration.

Key  Words:  
`

 the independent support  law for disabilities', the user  centered  municipality,  the fimc-

         tion ofthe  field work,  thc function ofthe  administration
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